
規 則

�愛媛県規則第６号
愛媛県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和元年６月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則

愛媛県沿岸漁業改善資金貸付規則（昭和５４年愛媛県規則第８２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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告 示

○ 愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の補償基礎額の最低限度額及び最
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○ 愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第１０条の２の規定に基づき知事が定める金額の一部改正……………（ 〃 ）……９４
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○ 道路の区域変更（県道舟間伊予吉田停車場線）……………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）……９７
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公 告

○ 争議行為の通知の公表…………………………………………………………………………………………………………………………………（労政雇用課）……９７

人事委員会規則

○ 愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則………………（人事委員会事務局）……９８

改 正 後 改 正 前

（沿岸漁業改善資金の種類等）

第２条 省略

２・３ 省略

４ 東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災特財

令第１条第１項各号のいずれかに該当するものに対して東日本大

震災の後令和２年３月３１日までに貸し付ける経営等改善資金、生

活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれの種類及び

貸付けの内容ごとの償還期間及び据置期間に係る前３項の規定の

適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものと

する。

（沿岸漁業改善資金の種類等）

第２条 省略

２・３ 省略

４ 東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災特財

令第１条第１項各号のいずれかに該当するものに対して東日本大

震災の後平成３１年３月３１日までに貸し付ける経営等改善資金、生

活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれの種類及び

貸付けの内容ごとの償還期間及び据置期間に係る前３項の規定の

適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものと

する。

省略 省略

毎週（火・金）曜日発行 第９号 令和元年６月４日

令和元年６月４日火曜日 第９号

愛 媛 県 報
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第１５２号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の補償基礎額の最低限度額

及び最高限度額（平成５年４月愛媛県告示第５７６号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の補償基礎額の最

低限度額及び最高限度額の規定は、平成３１年４月１日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金（以下「年金たる補

償」という。）に係る補償基礎額並びに同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係

る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

令和元年６月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第１５３号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第１０条の２の規定に基づき知事が定める金額（平成８年５月愛媛県

告示第７４８号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第１０条の２の規定に基づき知事が定める金額の規定は、平

成３１年４月１日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

令和元年６月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の知事が最低限度額と

して定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲

げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同

表の右欄に掲げる額とする。

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の知事が最低限度額と

して定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲

げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同

表の右欄に掲げる額とする。

年齢階層 最低限度額 最高限度額 年齢階層 最低限度額 最高限度額

２０歳未満 ４，９００円 １３，２８５円 ２０歳未満 ４，７４８円 １３，２８４円

２０歳以上２５歳未満 ５，４８４円 １３，２８５円 ２０歳以上２５歳未満 ５，３７７円 １３，２８４円

２５歳以上３０歳未満 ６，０１０円 １４，２４９円 ２５歳以上３０歳未満 ５，９６７円 １４，２５５円

３０歳以上３５歳未満 ６，３８９円 １７，２８５円 ３０歳以上３５歳未満 ６，３０４円 １７，３５３円

３５歳以上４０歳未満 ６，７６０円 １９，０５２円 ３５歳以上４０歳未満 ６，６７３円 １９，２８６円

４０歳以上４５歳未満 ７，０４２円 ２１，３９９円 ４０歳以上４５歳未満 ６，９２６円 ２１，３９３円

４５歳以上５０歳未満 ７，０８６円 ２３，３０４円 ４５歳以上５０歳未満 ７，０２０円 ２３，９０５円

５０歳以上５５歳未満 ６，９１３円 ２５，２３２円 ５０歳以上５５歳未満 ６，８１２円 ２５，２５７円

５５歳以上６０歳未満 ６，４２４円 ２４，７９７円 ５５歳以上６０歳未満 ６，３１３円 ２４，８５９円

６０歳以上６５歳未満 ５，２２１円 １９，７６９円 ６０歳以上６５歳未満 ５，１４２円 １９，７２６円

６５歳以上７０歳未満 ３，９６０円 １４，９９７円 ６５歳以上７０歳未満 ３，９４０円 １５，２９１円

７０歳以上 ３，９６０円 １３，２８５円 ７０歳以上 ３，９４０円 １３，２８４円

改 正 後 改 正 前

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第１０条の２の知事が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第１０条の２の知事が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護

愛 媛 県 報令和元年６月４日 第９号

９４



�������
�愛媛県告示第１５４号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和元年６月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１５５号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に規定す

る令和元年度の事業計画を、平成３１年４月１日次のとおり定めた。

令和元年６月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の

区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の

区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要

する状態

の区分

介護を受けた日の区分 金 額

介護を要

する状態

の区分

介護を受けた日の区分 金 額

常時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が１６５，１５０円を超える

ときは、１６５，１５０円）

常時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が１０５，２９０円を超える

ときは、１０５，２９０円）

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

あるとき（その月に

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が７０，７９０

円以下であるときに

限る。）。

月額７０，７９０円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

ては、介護に要する費

用として支出された

額）

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

あるとき（その月に

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が５７，１９０

円以下であるときに

限る。）。

月額５７，１９０円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

ては、介護に要する費

用として支出された

額）

随時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が８２，５８０円を超える

ときは、８２，５８０円）

随時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が５２，６５０円を超える

ときは、５２，６５０円）

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

あるとき（その月に

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が３５，４００

円以下であるときに

限る。）。

月額３５，４００円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

ては、介護に要する費

用として支出された

額）

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

あるとき（その月に

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が２８，６００

円以下であるときに

限る。）。

月額２８，６００円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

ては、介護に要する費

用として支出された

額）

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

長谷川病院 四国中央市金生町下分１２
４９番地の１ 医療法人明生会

令和４年
５月３１日
まで

調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

玉谷地区 令和２年３月３１日まで 地籍調査

藤野地区 〃 〃

城山地区 〃 〃

愛 媛 県 報令和元年６月４日 第９号
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�愛媛県告示第１５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年６月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年６月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年６月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

和気地区 〃 〃

松 山 市 南吉田地区の一部 〃 〃

上総地区 〃 〃

水口地区 〃 〃

東垣生地区 〃 〃 （概況調査）

三津浜地区 〃 〃 （概況調査）

広紹寺町、石橋
町、土橋町、北鳥
生町、立花町、郷
本町、郷六ヶ内
町、郷新屋敷町の
一部

令和２年３月３１日まで 地籍調査

今 治 市
立花町、河南町、
郷本町、広紹寺町
の一部

〃 〃

立花町、河南町の
一部 〃 〃

立花町、河南町、
郷本町、郷六ヶ内
町、郷新屋敷町、
八町西の一部

〃 〃 （概況調査）

下畑地の第９ 令和２年３月３１日まで 地籍調査

高串の第３ 〃 〃

宇 和 島 市
高串の第４ 〃 〃

下畑地の第１０ 〃 〃

高串の第５ 〃 〃

高串の第６ 〃 〃

日土町５・８番耕
地の一部 令和２年３月３１日まで 地籍調査

八 幡 浜 市

古町・広瀬・大谷
口の一部 〃 〃

本町・千代田町 〃 〃 （概況調査）

日土町５番耕地の
一部 〃 地籍調査

白浜地区の一部 〃 〃

船木坂ノ下、長野
の一部 令和２年３月３１日まで 地籍調査

観音原の一部 〃 〃

新 居 浜 市 光明寺の一部 〃 〃

保土野の一部 〃 〃

庄内町の一部、�
保田町の一部 〃 〃 （概況調査）

西 条 市

中野の一部、黒瀬
の一部 令和２年３月３１日まで 地籍調査

荒川の一部、黒瀬
の一部 〃 〃

沖浦第６計画区 令和２年３月３１日まで 地籍調査

大 洲 市
宇津第４計画区 〃 〃

宇津第５計画区 〃 〃

宇津第６計画区 〃 〃

川滝町下山・領家
４ 令和２年３月３１日まで 地籍調査

四国中央市
富郷町寒川山３ 〃 〃

金生町山田井１０ 〃 〃

富郷町津根山２ 〃 〃

金生町山田井１１ 〃 〃

松 前 町

筒井、浜、北黒田
の一部 令和２年３月３１日まで 地籍調査

浜（新立）第１地
区 〃 〃

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 �万中山線
伊予市中山町出渕８番耕地７００番６から

同町出渕４番耕地１０８７番３まで
令和元年６月４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 中山双海線
伊予市双海町上灘字惣別當庚１２２番３から

同字庚１１６番４まで

旧 ３．６～１５．４ ０．１３９

新 １２．９～２６．３ ０．１３９
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公 告

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が令和元年５月２４日あったので公表する。

令和元年６月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 ２０１９年度夏季一時金・その他に関する事項

２ 日時 ２０１９年６月５日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

医療法人 敬愛会�米病院 松山市南�米７２３

�愛媛県告示第１５９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和元年６月４日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�愛媛県告示第１６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年６月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年６月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中山双海線
伊予市双海町上灘字惣別當庚１２２番３地先から

同字庚１１２番７まで
令和元年６月４日

〃 〃
伊予市中山町佐礼谷丙９番３から

同町佐礼谷丙２７番４まで
〃

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

元中局建（開）第１０号

令和元年５月２７日
伊予郡松前町大字徳丸字西ノ窪４１９番６

伊予郡松前町大字徳丸４２８番地

伊 藤 貴 範

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 舟間伊予吉田停車場線
宇和島市吉田町南君立目２０４２番３地先から

同町南君立目２０３２番３地先まで

旧 ７．５～８．１ ０．０２０

新 ７．５～１０．３ ０．０２０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 舟間伊予吉田停車場線
宇和島市吉田町南君立目２０４２番３地先から

同町南君立目２０３２番３地先まで
令和元年６月４日

〃 奥浦白浦線
宇和島市吉田町白浦字一ノ宮外６１９番２から

同町白浦字一ノ宮外６１９番３まで
〃
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人事委員会規則

医療法人 北辰会西条市民病院 西条市小松町妙口甲１５２１

一般財団法人 新居浜精神衛生研究
所 財団新居浜病院 新居浜市松原町１３－４７

医療法人 十全会十全ユリノキ病院 新居浜市角野新田町１－１－２８

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番耕地１６０－１

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独ま

たは併用して実施する。

�愛媛県人事委員会規則１３－１８３
愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和元年６月４日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則（愛媛県人事委員会規則１３－１７）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係）

委託地

方公共

団体

機 関 職

委託地

方公共

団体

機 関 職

上島町 省略 上島町 省略

町長部

局

本庁 課長 総務課危機管理室

主幹 住民課主幹 会計

管理者 総務課 長 補 佐

（人事又は予算を担当す

るものに限る。） 総務

課庶務係長 総務課財政

係長

町長部

局

本庁 課（室）長 企画財政課

主幹 会計

管理者 総務課 長 補 佐

（人事 を担当す

るものに限る。） 総務

課庶務係長 企画財政課

財政係長

省略 省略

省略 省略

�万高

原町

省略 �万高

原町

省略

町長部

局

本庁 課長 総合戦略監 事務

局長 会計管理者 総務

課総務行政班長 総務課

財政管財班長

町長部

局

本庁 課（室）長 事務

局長 会計管理者 総務

課総務行政班長 総務課

財政管財班長

省略 省略

省略 省略

松前町 省略 松前町 省略

町長部

局

省略 町長部

局

省略

出先

機関

保健センタ

ー

所長

省略 省略

砥部町 省略 砥部町 省略

町長部

局

本庁 課長 会計管理者 総務

課長補佐（人事を担当す

るものに限る。） 企画

財政課長補佐

町長部

局

本庁 課長 会計管理者 総務

課長補佐（人事を担当す

るものに限る。） 企画

財政課長補佐（予算を担

当するものに限る。）
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総務課人事係長 企画

財政課財政係長

総務課人事係長 企画

財政課財政係長

省略 省略

省略 省略

内子町 省略 内子町 省略

町長部

局

省略 町長部

局

省略

出先

機関

省略 出先

機関

省略

児童館 館長

障害者地域

活動支援セ

ンター

所長

教育委

員会

省略 教育委

員会

省略

教育

機関

省略 教育

機関

省略

学校給食セ

ンター（内

子学校給食

センターに

限る。）

省略 学校給食セ

ンター

省略

省略 省略

省略 省略

伊方町 省略 伊方町 省略

町長部

局

本庁 課長 会計管理者 総務

課総務管理室長 総合政

策課財政管理室長 総務

課主任（人事を担当する

もの

に限る。）

町長部

局

本庁 課長 会計管理者 総務

課総務管理室長 総合政

策課財政管理室長 総務

課主任（人事を担当する

ものに限る。） 総合政

策課主任（予算を担当す

るものに限る。）

省略 省略

省略 省略

松野町 省略 松野町 省略

町長部

局

本庁 課長 主幹 会計管理者

出納室長 総務課長補

佐 総務課係長（人事又

は予算を担当するものに

限る。）

町長部

局

本庁 課長 主幹 会計管理者

出納室長 総務課班長

総務課主任 （人事又

は予算を担当するものに

限る。）

省略 省略

省略 省略

鬼北町 省略 鬼北町 省略

教育委

員会

事務局 課長 教育委

員会

事務局 教育長 課長

省略 省略

省略 省略

省略 省略

備考

１ 省略

備考

１ 省略

２ この表中「選挙管理委員会事務局」とは地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１９１条第１項に規定する職員に

より構成される機関をいう。
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

２ 省略 ３ 省略

令和元年６月４日 発行
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